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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固定式又は可動式のコンクリートポンプのためのコンクリート分配ブーム（１８）であ
って、屈曲ジョイント（３４）にて互いに接続される複数のブームアーム（２２）、及び
、複数のパイプセグメント（３０）から構成されたコンクリート搬送ライン（２０）、を
備えたコンクリート分配ブーム（１８）にして、複数のパイプセグメント（３０）が、特
にはパイプアーチ（５０）及び回転連結部（５２）を介して互いに接続され、個々のブー
ムアーム（２２）に沿って案内され且つそこに固定されており、
　複数のブームアーム（２２）のうち少なくとも一つが、空室プロフィールを有しており
、この空室プロフィールが、分離壁（３８）によって互いに分離された少なくとも二つの
空室部（２４、２６）を有しており、そのうち少なくとも一つは閉じられた空室部（２４
）であり、また、少なくとも一つは広域にわたって開放した空室部（２６）であり、また
　関係するブームアーム（２２）に付設されたパイプセグメント（３０）が、開放側で、
開放した空室部（２６）の外部に、部分的に内部に、又は完全に内部に、配設されている
、
　コンクリート分配ブーム（１８）において、
　空室プロフィールを有するブームアーム（２２）が、上部フランジ（２８）及び下部フ
ランジ（３６）と共に、箱状部として形成されており、この箱状部は、上部フランジ（２
８）及び下部フランジ（３６）に対して引き戻されており、分離壁として機能する第一の
側壁（３８）を有しており、また、それは、第一の側壁（３８）から間隔をおいた第二の
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側壁（４０）を有しており、その際、上部フランジ（２８）及び下部フランジ（３６）は
、第一の側壁（３８）及び第二の側壁（４０）と共に、少なくとも一つの閉じた空室部（
２４）を画成し、また、第一の側壁（３８）は、上部フランジ（２８）及び下部フランジ
（３６）と共に、開放した空室部（２６）を形成すること
を特徴とするコンクリート分配ブーム。
【請求項２】
　請求項１に記載のコンクリート分配ブームにおいて、
　広域にわたって開放した空室部（１２６）が台形形状又は三角形形状の断面（１２７）
を有すること
を特徴とするコンクリート分配ブーム。
【請求項３】
　請求項１に記載のコンクリート分配ブームにおいて、
　第二の側壁（１４０、１４０'、１４０''、１４０'''）が、上部フランジ（１２８、１
２８'、１２８''、１２８'''）及び下部フランジ（１３６、１３６'、１３６''、１３６'
''）に対して引き戻されて配設されており、また、上部フランジ（１２８、１２８'、１
２８''、１２８'''）及び下部フランジ（１３６、１３６'、１３６''、１３６'''）と共
に広域にわたって開放した更なる空室部（１４８、１４８'、１４８''、１４８'''）を形
成すること
を特徴とするコンクリート分配ブーム。
【請求項４】
　請求項３に記載のコンクリート分配ブームにおいて、
　広域にわたって開放した更なる空室部（１４８、１４８'、１４８''、１４８'''）が、
台形形状又は三角形形状の断面（１５４、１５４'、１５４''、１５４'''）を有すること
を特徴とするコンクリート分配ブーム。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか一項に記載のコンクリート分配ブームにおいて、
　上部フランジ（２８）及び下部フランジ（３６）が互いに平行に配設されていること
を特徴とするコンクリート分配ブーム。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか一項に記載のコンクリート分配ブームにおいて、
　上部フランジ（２８）及び下部フランジ（３６）が互いに杉形に配設されていること
を特徴とするコンクリート分配ブーム。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか一項に記載のコンクリート分配ブームにおいて、
　第一の側壁（３８）及び／又は第二の側壁（４０）が、上部フランジ（２８）及び／又
は下部フランジ（３６）に対して、垂直であること
を特徴とするコンクリート分配ブーム。
【請求項８】
　請求項７に記載のコンクリート分配ブームにおいて、
　第一の側壁（７４）の第二の側壁（７６）からの間隔（Ａ、Ｂ）が、ブームアーム（６
２）に渡って、変化すること
を特徴とするコンクリート分配ブーム。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか一項に記載のコンクリート分配ブームにおいて、
　上部フランジ（１２８、１２８'、１２８''、１２８'''）及び／又は下部フランジ（１
３６、１３６'、１３６''、１３６'''）が、フランジ縁（２３７、３３１）を有しており
、そのフランジ縁（２３７、３３１）の第一の側壁（２３８）及び／又は第二の側壁（３
４０）からの間隔が、ブームアーム（２２２、３２２）の長手方向で、異なる値を有する
こと
を特徴とするコンクリート分配ブーム。
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【請求項１０】
　請求項１から９のいずれか一項に記載のコンクリート分配ブームにおいて、
　第一の側壁（７４）及び／又は第二の側壁（７６）が、上部フランジ（２８）及び／又
は下部フランジ（３６）に予め取付可能なアタッチメントセクションを有すること、を特
徴とするコンクリート分配ブーム。
【請求項１１】
　請求項１から１０のいずれか一項に記載のコンクリート分配ブームにおいて、
　コンクリート搬送ライン（８０）がブームアーム（６２）の片側から、第一の側壁（７
４）を通過し、そして、第二の側壁（７６）を通過し、ブームアーム（６２）の反対側へ
と案内されていること
を特徴とするコンクリート分配ブーム。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のコンクリート分配ブームにおいて、
　ブームアーム（６２）がクランク状に曲げられた部分（７８）を有しており、また、コ
ンクリート搬送ライン（８０）がクランク状に曲げられた部分（７８）内で、ブームアー
ム（６２）の片側から、第一の側壁（７４）を通過し、そして、第二の側壁（７６）を通
過し、ブームアーム（６２）の反対側へと案内されていること
を特徴とするコンクリート分配ブーム。
【請求項１３】
　請求項１から１２のいずれか一項に記載のコンクリート分配ブームにおいて、
　コンクリート搬送ライン（８０）が、１つ又は複数のパイプ支持部（８２、８４、８６
、８８）を用いて、第一の側壁（７４）又は第二の側壁（７６）に固定されていること
を特徴とするコンクリート分配ブーム。
【請求項１４】
　請求項１から１３のいずれか一項に記載のコンクリート分配ブームにおいて、
　空室プロフィールを有するブームアーム（２２、６２）が、少なくとも部分的に、繊維
強化プラスチック又は金属から構成されていること
を特徴とするコンクリート分配ブーム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、固定式又は可動式のコンクリートポンプのためのコンクリート分配ブームに
関するものであり、これは、屈曲ジョイント部にて互いに接続されている複数のブームア
ーム、及び、複数のパイプセグメントから構成されたコンクリート搬送ラインを有してお
り、その際、パイプセグメントは、特にはパイプアーチ（パイプ湾曲部）及び回転連結部
を介して互いにジョイント接続され、個々のブームアームに沿って案内され、且つ、それ
らに固定されている。
【背景技術】
【０００２】
　既知のコンクリート分配ブームは、複数の分配ブームを有しており、それらは、閉じた
箱型プロフィール（箱状の断面或いは輪郭）又はパイププロフィール（パイプ状の断面或
いは輪郭）を備えて形成されている（特許文献１）。そのような箱型プロフィール又はパ
イププロフィールを用いて、ブームアームのために、良好な安定性及びねじれ剛性が、比
較的僅かな重量で、保障される。箱型プロフィール又はパイププロフィールはしかしなが
ら、そのようなプロフィールの内部空間に配設されたコンクリート搬送ラインは、多大な
構造上のコストをかけた場合のみ、コンクリート搬送ラインのメンテンナンスを可能にす
るために、アクセス可能にされ得るという欠点を有している。しかし、コンクリート搬送
ラインがブームアームの外側に導かれる場合では、コンクリート搬送ラインをブームアー
ムにて支持するために、高価なパイプ支持部が必要となる。このパイプ支持部は追加的な
重量をもたらし、それはコンクリート分配ブームを設計する際に考慮されなければならな
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い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】ＤＥ　１９６　４４　４１０　Ａ１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の課題は、僅かな自重であってもなお、良好な安定性及びねじれ剛性を有するコ
ンクリート分配ブームを提供すること、である。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この課題は、冒頭に述べられた種類のコンクリート分配ブームによって達成され、この
コンクリート分配ブームでは、ブームアームのうち少なくとも一つが空室プロフィールを
有しており、この空室プロフィールは分離壁によって互いに分離され、長手方向に延びる
、少なくとも二つの空室部を有しており、それらのうち少なくとも一つは閉じられており
、また、一つは広域にわたって開放している、また、その際、関係するブームアームに割
り当てられたパイプセグメントは、開放側で、開いた空室部の外部に、部分的に内部に、
又は完全に内部に、配設されている。
【０００６】
　本発明は、関係するプレート部が溶接されることによって、箱型プロフィール、すなわ
ち四角形の断面を有するブームアームを、製造技術的な観点で、フランジプレートと、側
壁プレート或いはウェブプレートとの組み立てにより、非常に高い安定性を備えて安価に
製造出来る、という着想に基づいている。閉じたプロフィールが、ブームアームを僅かな
コストのみで塗装可能であること、また、侵入する水分によるサビつきの問題を避けるこ
とが出来ること、という利点をもたらすことも、本発明の着想である。箱状部として形成
されたブームアームを、僅かな製造技術的なコストによって、特には屈曲して形成するこ
とも出来る、すなわち、その側部に対し、一回又は複数回曲げられ得る。コンクリート分
配ブームにおいて、この屈曲部は特定のブームアームにおいて不可欠であり、それにより
、ブームアームを駆動時に互いに通りすぎて移動させることが出来る。
【０００７】
　一つのブームアームに収容されたコンクリート搬送ライン、及び、複数のブームアーム
の曲げられた構成形態は、コンクリート分配ブーム内のブームアームが大きなねじれモー
メントにさらされている、という結果をもたらす。このねじれモーメントは、従来のコン
クリート分配ブームでも大きい、それはパイプ支持部のカンチレバー構造（片持ち梁構造
）がこのモーメントを増大させるからである。
【０００８】
　本発明の思想は従って、コンクリート分配ブーム内のブームアームの断面をブームアー
ムの局地的な負荷に適合させることである。従って、本発明によれば、コンクリート分配
ブームのための、箱形状に形成されたブームアームにおいて、側壁のうち少なくとも一方
を引き戻す（内側へずらす、セットバックする）ことが提案される。それにより、コンク
リート搬送ラインのために、広域にわたって開放した空室部が追加の構成空間としてもた
らされ、それによりコンクリート搬送ラインをブームアームにてより密に（より詰めて）
案内することが出来る。この措置によって、特にはてこ比（てこの作用）は減少される、
その際、コンクリート搬送ラインの負荷は、このてこ比で、パイプ支持部を介してブーム
アームに掛かる。
【０００９】
　本発明の枠内では特に以下のことが企図される、つまり、空室プロフィールを有するブ
ームアームが、上部フランジ及び下部フランジを備えた箱状部として形成され、この箱状
部は、上部フランジ及び下部フランジに対して引き戻された、第一の側壁を有し、また、



(5) JP 6031605 B2 2016.11.24

10

20

30

40

50

それは、第１の側壁から間隔をとった、第２の側壁を有する、その際、上部フランジ及び
下部フランジが第１の側壁及び第２の側壁とともに少なくとも一つの閉じた空室部を画成
し、また、第１の側壁が、上部フランジ及び下部フランジとともに、広域にわたって開放
した空室部を形成することが企図される。この広域にわたって開放した空室部は、例えば
、台形形状の断面を、特には長方形形状の断面を有することが出来る、しかしながら三角
形形状の断面を有してもよい。
【００１０】
　第２の側壁もまた、上部フランジ及び下部フランジに対して引き戻されて配設されてい
てもよく、それにより、広域にわたって開放した、更なる空室部を画成出来る。この広域
にわたって開放した更なる空室部の断面もまた、台形形状、特には長方形形状であっても
よく、しかしながら三角形形状の断面であってもよい。上部フランジ及び下部フランジは
、好ましくは、互いに平行である。第１の側壁及び／又は第２の側壁はその際、上部フラ
ンジ及び／又は下部フランジに対して垂直である。ブームアーム内でのねじれ負荷曲線を
最適化するために、有利であるのは、第１の側壁の第２の側壁からの間隔が、ブームアー
ムを渡って変更される場合である。
【００１１】
　本発明に従うブームアームにおける上部フランジ及び／又は下部フランジは、異なる領
域内でのブームアームの側壁に渡っても、異なる幅で突出してもよい、すなわち、上部フ
ランジ及び／又は下部フランジは、第１の側壁及び／又は第２の側壁からブームアームの
長手方向において異なる間隔を有するようなフランジ縁を有することが出来る。
【００１２】
　第１の側壁及び／又は第２の側壁は、上部フランジ及び／又は下部フランジに予め取付
可能なアタッチメントセクション（接続部分）を有していてもよい。この予め取付可能な
アタッチメントセクションを用いて、側壁をアタッチメント構造を備えて設けることが出
来る構成が達成される、その際、アタッチメント構造は更なるブームアーム部分と締めて
固定される。
【００１３】
　特に、コンクリート搬送ラインが、クランク状に曲げられた部分内でブームアームの片
側から、第１の側壁を通過し、そして、第２の側壁を通過し、反対側に位置するブームア
ームのもう一方側へ向かって案内されている場合に、屈曲部を備えるブームアームのねじ
り負荷（ねじり荷重）の減少が達成される。
【００１４】
　コンクリート搬送ラインは、その際、第１の側壁又は第２の側壁にて一つ又は複数のパ
イプ支持部に固定されており、また、開いた空室部の、部分的に内部に又は完全に内部に
、配設することが出来る。
【００１５】
　空室プロフィールを有するブームアームは、少なくとも部分的に、繊維強化プラスチッ
ク（繊維複合体）又は金属から構成されている。
【００１６】
　以下において本発明は、図面において概略的に表された実施例を用いて詳細に説明され
る。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】コンクリート分配ブームを備えたコンクリートポンプ車の側面図である。
【図２】コンクリート搬送ラインを備えたコンクリート分配ブームのブームアームの断面
図である。
【図３】コンクリート分配ブームのための更なるブームアームの断面図であり、当該コン
クリート分配ブームは、屈曲した部分を有し、また、コンクリート搬送ラインを支持して
いる。
【図４】更なるブームアーム内のコンクリート搬送ラインによってもたらされるねじり荷
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重を示す図である。
【図５】コンクリート分配ブームのための、代替的に構成されたブームアームの断面図で
ある。
【図６】コンクリート分配ブームのための、代替的に構成されたブームアームの断面図で
ある。
【図７】コンクリート分配ブームのための、代替的に構成されたブームアームの断面図で
ある。
【図８】コンクリート分配ブームのための、代替的に構成されたブームアームの断面図で
ある。
【図９】コンクリート分配ブームのための、更なるブームアームの上面図である。
【図１０】コンクリート分配ブームのための、更なるブームアームの上面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　図１のコンクリートポンプ車は、コンクリート分配ブーム１８を支持する下部構造１４
を備えたシャーシ１２を有している。コンクリート分配ブーム１８は、下部構造１４にて
ブーム架台（ブーム台座）１６に取り付けられており、また、回転ジョイント３４、３４
'、３４''及び３４'''を有しており、それらにおいてブームアーム２２、２２'、２２''
及び２２'''を、水平方向の回転軸の周りで動かすことが出来る。コンクリート分配ブー
ム１８は、複数のパイプアーチ（パイプ湾曲部）５０及び複数のパイプセグメント３０を
有するコンクリート搬送ライン２０を備えて、形成されており、それらはパイプ連結部３
２及び回転連結部５２を用いて互いにジョイント接続されている。
【００１９】
　図２はブームアーム２２を図１の直線ＩＩ－ＩＩに沿った断面図として示している。ブ
ームアーム２２は空室プロフィールを有しており、この空室プロフィールは、閉じて長く
伸長した空室部２４を有し、また、長手方向に延伸して広域に渡って開放した空室部２６
を備えている。ブームアーム２２の空室プロフィールは、上部フランジ２８及び下部フラ
ンジ３６を有する箱状部として形成されている。箱状部は第１の側壁３８及び第２の側壁
４０を有している。第１の側壁３８は空室プロフィール内の隔壁である。上部フランジ３
６及び下部フランジ３６は互いに平行であり、その際、第１の側壁及び／又は第２の側壁
は、上部フランジ３６及び下部フランジ３６に対して垂直である。上部フランジ２８及び
下部フランジ３６に関して、第一の側壁３８は、内側に引き戻されて位置決めされている
。
【００２０】
　コンクリート分配ブーム内の、ブームアーム２２に付設されたパイプセグメント３０は
、空室部２６の外部でその開放側に配設されている。しかしながら基本的に、コンクリー
ト搬送ライン２０のパイプセグメント３０を、部分的又は完全に、開放した空室部２６の
内部に配設することもまた可能であることが指摘される。
【００２１】
　ブームアーム２２では、パイプセグメント３０がパイプ支持部４２を用いて支持されて
おり、このパイプ支持部４２は、空室部２６へ突出し、また、第１の側壁３８に固定され
ている。この措置によって、矢印４６に対応して作用するコンクリート搬送ライン２０の
負荷により、パイプ支持部４２を介してブームアーム２２へと導かれる、ねじりモーメン
ト（トルク）が最小化された構成が、達成される。図１に示されるコンクリート分配ブー
ム１８内のブームアーム２２'、２２''及び２２'''もまた、ブームアーム２２の構造に対
応する構造を有している。
【００２２】
　図３はコンクリート搬送ライン８０を備えるコンクリート分配ブームのための更なるブ
ームアーム６２の一部を示している。ブームアーム６２は空室プロフィールを有しており
、この空室プロフィールは、閉じられており、長く延伸された一つの空室部６４を有し、
また、長手方向に延伸され広域にわたって開放された二つの空室部６６、６８を含んでい
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る。ブームアーム６２の空室プロフィールも、箱状部として形成されており、この箱状部
は上部フランジ７０及び下部フランジ７２を有している。箱状部は第１の側壁７４及び第
２の側壁７６を有している。両方の側壁７４、７６は空室プロフィール内の分離壁である
。上部フランジ７０及び下部フランジ７２は互いに平行であり、第１の側壁７４及び／又
は第２の側壁７６は上部フランジ７０及び下部フランジ７２に対して垂直である。しかし
ながら、本発明に従うブームアームにおいて、互いに杉形に（一方で広がり、もう一方で
狭まって）延びる上部フランジ及び下部フランジを設けることも可能である。
【００２３】
　図１及び図２に示されたブームアーム２２とは異なり、ブームアーム６２は、クランク
状に曲げられた部分７８を有している。コンクリート搬送ライン８０は、第１の側壁７４
に設けられたパイプ支持部８２、８４を用いて、そして、第２の側壁７６に設けられたパ
イプ支持部８６、８８を用いて、ブームアーム６２に固定されている。クランク状に曲げ
られた部分７８内では、ブームアーム６２の片側から、ブームアーム６２の反対側へ、コ
ンクリート搬送ラインが、第１の側壁７４、閉じた空室部６４、及び、第２の側壁７６を
通って導かれる。
【００２４】
　部分９２では、第１の側壁７４と第２の側壁７６との間隔Ａは一定である。部分７８で
は第１の側壁７４と第２の側壁７６の間の間隔は減少する。部分９４では、第１の側壁７
４と第２の側壁７６との間隔Ｂには、Ｂ＜Ａの関係が成り立つ。この措置を用いて、ブー
ムアーム断面のねじり抵抗が、ブームアーム６２に渡ってその負荷に適応される。
【００２５】
　図４は、ブームアーム６２内のコンクリート搬送ライン８０の負荷によってもたらされ
るねじり負荷Ｔを、ブームアームの部分９２における上部フランジ７０及び下部フランジ
７２の共通の面重心の線９０との関連で、示している。コンクリート搬送ライン８０がブ
ームアーム６２の側壁７４、７６を通って導かれることによって、ブームアーム６２内で
クランク状に曲げられた部分７８の後方にもたらされるねじりモーメントＴが、ブームア
ーム６２内でクランク状に曲げられた部分７８の前方にもたららされるねじりモーメント
を少なくとも部分的に相殺する構成が達成される。
【００２６】
　ブームアーム６２においては、側壁７４、７６は、上部フランジ７０及び下部フランジ
７２を接続構成部と接続するために形成されている。この接続構成部は、側壁７４、７６
のセットバックポジションにおいて上部フランジ７０或いは下部フランジ７２との信頼性
の高い接続が可能であるように、形成されている。側壁７４、７６の複数の部分は、この
接続構成部に、螺着又は溶接によって固定されている。
【００２７】
　図５は、ブームアーム２２に対して代替的に形成された、コンクリート分配アームのた
めの更なるブームアーム１２２を、図２の表示に対応する断面で、示している。
【００２８】
　ブームアーム１２２もまた、空室プロフィールを有しており、この空室プロフィールは
閉じて、長く延伸された空室部１２４及び長手方向に延伸され広域にわたって開放した空
室部１２６を有している。ブームアーム１２２の空室プロフィールも同様に、上部フラン
ジ１２８及び下部フランジ１３６を有する箱状部として構成されている。箱状部は第一の
側壁１３８及び第二の側壁１４０を有している。
【００２９】
　上部フランジ１２８及び下部フランジ１３６は互いに平行であり、第一の側壁１３８及
び／又は第二の側壁１４０は、上部フランジ１３６及び／又は下部フランジに対し垂直で
ある。ここで、第一の側壁１３８は、下部フランジ１３６に関して引き戻して位置決めさ
れており、また、第一の側壁１３８の側面で、フランジ縁１３７から間隔ＤＵ１だけ離れ
ている。それに対して、上部フランジ１２８のフランジ縁１２９は、第一の側壁１３８の
側面で、ＤＵ１よりも短い間隔ＤＯ１（ＤＯ１＜ＤＵ１）だけ離れている。
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【００３０】
　第一の側壁１３８は空室プロフィール内の分離壁である。第二の側壁１４０もまた空室
プロフィール内の分離壁である。第二の側壁１４０は上部フランジ１２８に関して引き戻
されて位置決めされており、また、第二の側壁１４０の側面で、フランジ縁１３１から間
隔ＤＯ２だけ離れている。それに対して、下部フランジ１３６のフランジ縁１３９は、第
ニの側壁１４０の側面で、ＤＯ２よりも短い間隔ＤＵ２（ＤＵ２＜ＤＯ２）だけ離れてい
る。
【００３１】
　上部フランジ１２８及び下部フランジ１３６は、第一の側壁１３８と共に、広域に渡っ
て開放した空室部１２６を形成しており、この空室部１２６は、凸台形（四つの内角がす
べて１８０°より小さい台形）として形成された断面１２７を有している。第二の側壁１
４０と共に、上部フランジ１２８及び下部フランジ１３６は、凸台形として形成された断
面１５４を有する更なる空室部１４８を画定し、この更なる空室部１４８もまた、広域に
わたって開放している。
【００３２】
　ブームアーム１２２に付設された、コンクリート分配アーム１１８内のコンクリート搬
送ラインのパイプセグメント１３０は、空室部１２６の外側で、その開放側に配設されて
おり、また、一つ又は複数のパイプ支持部１４２を用いて第一の側壁１３８に固定されて
いる。しかしながら、基本的に、コンクリート搬送ラインのパイプセグメント１３０を、
部分的に又は完全に、開放している空室部１２６の内部に配設することも可能であること
が、指摘される。更に、コンクリート搬送ラインのパイプセグメントをブームアーム１２
２の広域にわたって開放している空室部１４８の側に配設することも可能であるし、広域
にわたって開放している空室部１４８の、内部に又は部分的にのみ内部に、又は、外部に
、配設することも可能である。
【００３３】
　加えて、ブームアームの代替的な更なる実施形態においては、第一の側壁１３８は上部
フランジ１２８に対して面一であってもよいし、又は、第二の側壁１４０は下部フランジ
１３６に対して面一であってもよいことが指摘される。この場合は、広域にわたって開放
した空室部１２６の断面１２７は、直角三角形の形状を有する。対応することは、広域に
わたって開放した空室部１４８にも成り立つ。
【００３４】
　図６から図８は、ブームアーム２２に対して代替的に形成された、コンクリート分配ア
ームのための更なるブームアーム１２２'、１２２''、及び１２２'''を、図２の表示に対
応する断面で示している。その際、機能的に互いに対応する構成要素は、図５から図９で
同じ数字を用いて、符号として識別出来るようにされている。
【００３５】
　図６に示されているブームアーム１２２'においては、上部フランジ１２８'及び下部フ
ランジ１３６'は、空室部１２４'の対称軸１５５'に関して対称に位置決めされている。
すなわち、第一の側壁１３８'の下部フランジ１３６'のフランジ縁１３７'との間隔ＤＵ

１及び第一の側壁１３８'の上部フランジ１２８'のフランジ縁１２９'との間隔ＤＯ１に
対して、また、第二の側壁１４０'の下部フランジ１３６'のフランジ縁１３９'との間隔
ＤＵ２及び第二の側壁１４０'の上部フランジ１２８'のフランジ縁１３１'との間隔ＤＯ

２に対して、ＤＯ１＝ＤＯ２＞ＤＵ１＝ＤＵ２、が成り立つ。
【００３６】
　図７に示されているブームアーム１２２''においては、下部フランジ１３６''のフラン
ジ縁１３７''及び上部フランジ１２８''のフランジ縁１２９''は、ＤＵ１＞ＤＯ１の関係
にある、第一の側壁１３８''からの間隔を有している。上部フランジ１２８''のフランジ
縁１３１''及び下部フランジ１３６''のフランジ縁１３９''は、ここでは、ＤＵ２＞ＤＯ

２の関係にある、第二の側壁１４０''からの間隔を有している。その際、ＤＯ１＝ＤＯ２

＜ＤＵ１＝ＤＵ２、が成り立つ。
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【００３７】
　図８に示されているブームアーム１２２'''は、広域にわたって開放した空室部１２６'
''を有しており、この空室部１２６'''は、そこに配設されたコンクリート搬送ラインの
パイプセグメント１３０'''を備えている。ブームアーム１２２'''においては、下部フラ
ンジ１３６'''のフランジ縁１３７'''及び上部フランジ１２８'''のフランジ縁１２９'''
は、ＤＵ１＝ＤＯ１の関係にある、第一の側壁１３８'''からの間隔を有している。下部
フランジ１３６'''のフランジ縁１３９'''及び上部フランジ１２８'''のフランジ縁１３
１'''はここでは、ＤＵ２＜ＤＯ２の関係にある、第二の側壁からの間隔を有している。
【００３８】
　図９は、図２のブームアーム２２に対して代替的に構成された、更なるブームアーム２
２２を示しており、これは、広域にわたって開放した空室部及び第一の側壁２３８及び第
二の側壁２４０を備えた箱状部として形成された空室プロフィールを有している。ブーム
アーム２２２においては、上部フランジのフランジ縁２３７は、長手方向に渡って、第一
の側壁２３８からの、変化する間隔ＤＯ１を有しており、これはＤＯ１

（１）、ＤＯ１
（

２）、ＤＯ１
（３）の値に対応する。長手方向に渡る、上部フランジのフランジ縁２３１

の、第二の側壁２４０からの間隔は、ここでは一定である。
【００３９】
　ブームアーム２２２の本発明に従う代替的な実施形態では、第一の側壁２３８側での下
部フランジのフランジ縁の間隔ＤＵ１も同様に、或いは、下部フランジのフランジ縁の間
隔ＤＵ１のみが、ブームアーム２２２の長軸方向に沿って、異なる値を有してもよい。
【００４０】
　図１０に示されているブームアーム３２２において、上部フランジ及び下部フランジは
、第一及び第二の側壁３３８、３４０と共に、同様に、箱状部として構成された空室プロ
フィールを形成し、その際そこでは、第二の側壁３４０の上部フランジのフランジ縁３３
１からの間隔ＤＵ２或いはＤＯ２は、ブームアーム３２２の長軸方向にわたって異なる値
ＤＯ２

（１）、ＤＯ２
（２）、ＤＯ２

（３）、・・・、を有している。この場合において
も、ブームアーム３２２の本発明に従う代替的な実施形態において、下部フランジ或いは
上部フランジのフランジ縁３３７の、側壁３３８側での間隔ＤＵ１或いはＤＯ１、下部フ
ランジのフランジ縁３３１の第二の側壁３４０側での間隔ＤＵ１、又は、下部フランジの
フランジ縁の間隔ＤＵ１のみ、がブームアーム３２２の長軸方向に沿って異なる値を有し
ていてもよいことが、指摘される。
【００４１】
　コンクリート分配アーム内のブームアームのための、前述の図５から図１０を用いて説
明された構成形態を用いて、コンクリート搬送ラインの負荷によってパイプ支持部を介し
てブームアームへもたらされるねじりモーメントが僅かなものであることも、達成され得
る。
【００４２】
　前述のブームアームの空室プロフィールが、金属のみからではなく、少なくとも部分的
に繊維複合体から構成され得ることが指摘される。
【００４３】
　本発明が、コンクリート分配アームの更なる変形及び改良をも対象としており、それら
は、前述の実施例についての異なる特徴を組み合わせることによってもたらされるもので
あるということも指摘される。
【００４４】
　要約すると以下のことが確認される：固定式又は可動式のコンクリートポンプのための
コンクリート分配ブーム１８は、ジョイント３４にて互いに接続される複数のブームアー
ム２２、及び、複数のパイプセグメント３０から構成されたコンクリート搬送ライン２０
を有しており、その際、パイプセグメント３０は、特にはパイプアーチ５０及び回転連結
部５２を介して互いに接続され、個々のブームアーム２２に沿って案内され且つそこに固
定されている。複数のブームアーム２２の少なくとも一つは、空室プロフィールを有して
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おり、この空室プロフィールは、分離壁４０によって互いに分離された少なくとも二つの
空室部２４、２６を有しており、それらの内、少なくとも一つは閉じた空室部２４であり
、また、少なくとも一つは広域にわたって開いた空室部２６である。その際、関連するブ
ームアーム２２に付設されたパイプセグメント３０は、開放側で、開いた空室部２６の外
側、部分的に内側、又は内側、に配設されている。
【符号の説明】
【００４５】
１０　　　　　　　　　　　コンクリートポンプ車
１２　　　　　　　　　　　シャーシ
１４　　　　　　　　　　　下部構造
１６　　　　　　　　　　　ブーム架台
１８　　　　　　　　　　　コンクリート分配ブーム
２０　　　　　　　　　　　コンクリート搬送ライン
２２、２２'、２２''、２２'''　ブームアーム
２４　　　　　　　　　　　閉じられた空室部
２６　　　　　　　　　　　広域にわたって開放された空室部
２８　　　　　　　　　　　上部フランジ
３０　　　　　　　　　　　パイプセグメント
３２　　　　　　　　　　　パイプ連結部
３４、３４'、３４''、３４'''　回転ジョイント
３６　　　　　　　　　　　下部フランジ
３８　　　　　　　　　　　第一の側壁
４０　　　　　　　　　　　第二の側壁
４２　　　　　　　　　　　パイプ支持部
４４　　　　　　　　　　　線
４６　　　　　　　　　　　矢印
５０　　　　　　　　　　　パイプアーチ（パイプ湾曲部）
５２　　　　　　　　　　　回転連結部
６２　　　　　　　　　　　ブームアーム
６４　　　　　　　　　　　空室部
６６　　　　　　　　　　　空室部
６８　　　　　　　　　　　空室部
７０　　　　　　　　　　　上部フランジ
７２　　　　　　　　　　　下部フランジ
７４　　　　　　　　　　　第一の側壁
７６　　　　　　　　　　　第二の側壁
７８　　　　　　　　　　　クランク状に曲げられた部分
８０　　　　　　　　　　　コンクリート搬送ライン
８２　　　　　　　　　　　パイプ支持部
８４　　　　　　　　　　　パイプ支持部
８６　　　　　　　　　　　パイプ支持部
８８　　　　　　　　　　　パイプ支持部
９０　　　　　　　　　　　線
９２　　　　　　　　　　　部分
９４　　　　　　　　　　　部分
１１８　　　　　　　　　　コンクリート分配ブーム
１２２、１２２'、１２２''、１２２'''　ブームアーム
１２４、１２４'、１２４''、１２４'''　閉じて長手方向に延伸した空室部
１２６、１２６'、１２６''、１２６'''　開放された空室部
１２７、１２７'、１２７''、１２７'''　断面
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１２８、１２８'、１２８''、１２８'''　上部フランジ
１２９、１２９'、１２９''、１２９'''　上部フランジのフランジ縁
１３０、１３０'、１３０''、１３０'''　パイプセグメント
１３１、１３１'、１３１''、１３１'''　フランジ縁
１３６、１３６'、１３６''、１３６'''　下部フランジ
１３７、１３７'、１３７''、１３７'''　フランジ縁
１３８、１３８'、１３８''、１３８'''　第一の側壁
１３９、１３９'、１３９''、１３９'''　フランジ縁
１４０、１４０'、１４０''、１４０'''　第二の側壁
１４２、１４２'、１４２''、１４２'''　パイプ支持部
１４８、１４８'、１４８''、１４８'''　広域にわたって開放された空室部
１５４、１５４'、１５４''、１５４'''　断面
１５５'、１５５''　　　　　　　　　　対称軸
２２２、３２２　　　　　　　　　　　ブームアーム
２３１、３３１　　　　　　　　　　　フランジ縁
２３７、３３７　　　　　　　　　　　フランジ縁
２３８、３３８　　　　　　　　　　　第一の側壁
２４０、３４０　　　　　　　　　　　第二の側壁
ＤＵ１　　　　　　　　　　　　　　　　間隔
ＤＵ２　　　　　　　　　　　　　　　　間隔
ＤＯ１　　　　　　　　　　　　　　　　間隔
ＤＯ２　　　　　　　　　　　　　　　　間隔
 

【図１】 【図２】

【図３】
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